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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】商品受取時に利用できない決済方法が商品購入
時に選択されることを防止し得る構成を提供する。
【解決手段】パソコンには、商品販売用のウェブサイト
を利用した商品の購入時に、当該商品の決済に関して決
済方法選択ページのアプリ決済用アドレス情報を記録し
た情報コードとしてアプリ決済用コードが表示される。
そして、決済アプリがインストールされた携帯端末では
、制御部により決済アプリを起動することで決済処理が
行われている状態で、パソコンに表示されたアプリ決済
用コードからアプリ決済用アドレス情報が読み取られる
と、当該アプリ決済用アドレス情報に応じてアクセスし
た決済方法選択ページが表示部に表示される。この決済
方法選択ページに選択可能に表示される複数の決済方法
のうちいずれか１つが操作部の入力操作に応じて選択さ
れると、この選択結果が購入情報とともに通信部により
商品販売用のウェブサイトに送信される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　購入者が携帯端末及び表示装置を利用して決済を行う決済システムであって、
　前記携帯端末にインストールされることで商品販売用のウェブサイトを利用して商品を
購入するためのアプリケーションプログラムである決済アプリを配信する決済アプリ配信
サーバを備え、
　前記表示装置には、前記商品販売用のウェブサイトを利用した商品の購入時に、当該商
品の決済に関して決済方法選択ページのアドレス情報を記録した情報コードが表示され、
　前記決済アプリ配信サーバにより配信された前記決済アプリがインストールされた前記
携帯端末は、
　前記決済アプリを起動することで決済に関する決済処理を行う処理部と、
　前記処理部により前記決済処理が行われている状態で前記表示装置に表示された前記情
報コードを光学的に読み取る読取部と、
　前記読取部により前記アドレス情報が読み取られると、当該アドレス情報に応じてアク
セスした前記決済方法選択ページが表示される表示部と、
　前記決済方法選択ページに選択可能に表示される複数の決済方法のうちいずれか１つを
選択する際に入力操作される入力部と、
　前記入力部の入力操作に応じて選択された選択結果を、購入者及び配送先に関する情報
を含めた購入情報とともに前記商品販売用のウェブサイトに送信する送信部と、
　を備えることを特徴とする決済システム。
【請求項２】
　前記情報コードは、公開可能な情報が記録される公開領域と、復号鍵を用いて復号可能
に暗号化された前記アドレス情報が記録される非公開領域とを有する一部非公開コードで
あり、
　前記読取部は、前記決済アプリが有する前記復号鍵を利用して、前記情報コードから前
記アドレス情報を読み取ることを特徴とする請求項１に記載の決済システム。
【請求項３】
　前記公開領域には、前記決済アプリを前記決済アプリ配信サーバからダウンロードする
ためのウェブサイトのアドレス情報が記録されることを特徴とする請求項２に記載の決済
システム。
【請求項４】
　商品の配送を管理する配送管理サーバを備え、
　商品配送の際に、購入商品を特定可能な商品情報が記録される第２の情報コードが生成
され、
　前記送信部は、前記処理部により前記決済処理が行われている状態で前記読取部により
前記第２の情報コードに記録される前記商品情報が読み取られると、当該商品情報と購入
者に関する情報とを前記配送管理サーバに送信することを特徴とする請求項１～３のいず
れか一項に記載の決済システム。
【請求項５】
　前記携帯端末は、当該携帯端末の位置情報を取得する位置情報取得部を備え、
　前記送信部は、前記処理部により前記決済処理が行われている状態で前記読取部により
前記第２の情報コードに記録される前記商品情報が読み取られると、当該商品情報と購入
者に関する情報とに加えて前記位置情報取得部により取得された前記携帯端末の位置情報
を前記配送管理サーバに送信することを特徴とする請求項４に記載の決済システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報コードを利用した決済システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　現在、インターネットを介して商品の販売を行う電子商取引が一般的なものとなってお
り、セキュリティ等を考慮した様々な決済方法が採用されている。このようなインターネ
ットを介して商品を購入する決済システムに関する技術として、例えば、下記特許文献１
に開示される商品代金決済システムが知られている。この商品代金決済システムでは、ユ
ーザは、商品販売サーバにアクセスして、購入を希望する商品情報と、自己のユーザ情報
と、決済を希望する業者の業者情報と、を商品販売サーバに送信する。これを受信した商
品販売サーバは、業者に対応する業者サーバに、商品情報とユーザ情報とを送信する。業
者サーバは、ユーザ情報にて特定されるユーザの決済情報を読み出すと共に、受信した商
品情報に基づいて、決済処理を行う。これにより、ユーザは、決済情報が予め登録されて
いる業者にて他の業者にて購入した商品の決済を行うことができ、商品販売サーバにはユ
ーザの決済に関する情報を通知する必要が無いため、ネットワークを介した商品購入時に
おけるセキュリティの向上が図られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２４３９６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、インターネット上のウェブサイトで商品を購入する場合には、その購入商品
は、通常、配送業者等により配送先に配送され、配送作業者から購入商品を自宅等にて受
け取る際に購入金額を現金又はクレジットカードで支払う代引きを利用した決済方法も利
用されている。このような決済方法の多様化に伴い、スマートフォン等の携帯端末に決済
用のアプリケーションプログラム（以下、単に、決済用のアプリともいう）をインストー
ルして、この決済用のアプリを利用して決済する決済方法も利用される場合がある。
【０００５】
　決済方法は、商品購入時に決定する必要がある一方で、購入者が利用できない決済方法
が選択されてしまう場合がある。例えば、決済用のアプリがインストールされている携帯
端末を所持していない購入者が、インターネットに接続されているパーソナルコンピュー
タ等を利用して商品を購入する際に、商品受取時に決済用のアプリを利用して決済する決
済方法が選択される場合である。このように商品購入時に選択された決済方法が商品受取
時に利用できない場合、配送作業者は、決済方法を変更するための処理等をその場で行う
必要があり、非常に手間になるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、商品受取時に利用できない決済方法が商品購入時に選択されることを防止し得る構成
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、特許請求の範囲の請求項１に記載の発明は、
　購入者が携帯端末（３０）及び表示装置（２０）を利用して決済を行う決済システム（
１０）であって、
　前記携帯端末にインストールされることで商品販売用のウェブサイトを利用して商品を
購入するためのアプリケーションプログラムである決済アプリを配信する決済アプリ配信
サーバ（１１）を備え、
　前記表示装置には、前記商品販売用のウェブサイトを利用した商品の購入時に、当該商
品の決済に関して決済方法選択ページのアドレス情報を記録した情報コード（Ｃ１）が表
示され、
　前記決済アプリ配信サーバにより配信された前記決済アプリがインストールされた前記
携帯端末は、
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　前記決済アプリを起動することで決済に関する決済処理を行う処理部（３１）と、
　前記処理部により前記決済処理が行われている状態で前記表示装置に表示された前記情
報コードを光学的に読み取る読取部（３１，３３）と、
　前記読取部により前記アドレス情報が読み取られると、当該アドレス情報に応じてアク
セスした前記決済方法選択ページが表示される表示部（３４）と、
　前記決済方法選択ページに選択可能に表示される複数の決済方法のうちいずれか１つを
選択する際に入力操作される入力部（３５）と、
　前記入力部の入力操作に応じて選択された選択結果を、購入者及び配送先に関する情報
を含めた購入情報とともに前記商品販売用のウェブサイトに送信する送信部（３７）と、
　を備えることを特徴とする。
　なお、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示
すものである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１の発明では、表示装置には、商品販売用のウェブサイトを利用した商品の購入
時に、当該商品の決済に関して決済方法選択ページのアドレス情報を記録した情報コード
が表示される。そして、決済アプリがインストールされた携帯端末では、処理部により決
済アプリを起動することで決済に関する決済処理が行われている状態で、表示装置に表示
された情報コードから読取部によりアドレス情報が読み取られると、当該アドレス情報に
応じてアクセスした決済方法選択ページが表示部に表示される。この決済方法選択ページ
に選択可能に表示される複数の決済方法のうちいずれか１つが入力部の入力操作に応じて
選択されると、この選択結果が購入情報とともに送信部により商品販売用のウェブサイト
に送信される。
【０００９】
　これにより、商品販売用のウェブサイトを利用した商品の購入時に決済方法選択ページ
のいずれかの決済方法を選択するためには、決済アプリがインストールされた携帯端末で
決済方法選択ページのアドレス情報が記録された情報コードを読み取る必要がある。この
ため、上記決済方法選択ページの決済方法に決済アプリを利用した決済方法を含めること
で、決済アプリがインストールされていない端末等では上記決済方法選択ページにアクセ
スすることもなく決済アプリを利用した決済方法を選択することができないので、商品受
取時に利用できない決済方法が商品購入時に選択されることを防止することができる。
【００１０】
　請求項２の発明では、情報コードは、公開可能な情報が記録される公開領域と、復号鍵
を用いて復号可能に暗号化された上記アドレス情報が記録される非公開領域とを有する一
部非公開コードである。そして、決済アプリが有する上記復号鍵を利用して、読取部によ
り情報コードからアドレス情報が読み取られる。これにより、決済アプリがインストール
されていない端末等では、上記アドレス情報を読み取ることさえできないことから上記決
済方法選択ページにアクセスすることもできず、決済アプリを利用した決済方法を確実に
選択できなくすることができる。
【００１１】
　請求項３の発明では、情報コードの公開領域には、決済アプリを決済アプリ配信サーバ
からダウンロードするためのウェブサイト（ダウンロードサイト）のアドレス情報が記録
される。これにより、決済アプリがインストールされていない端末等にて表示装置に表示
される情報コードを読み取った場合には、決済アプリのダウンロードサイトのアドレス情
報が取得されるので、購入者に対して決済アプリのダウンロードを促すことができるだけ
でなく、購入者は決済アプリを容易にダウンロードすることができる。
【００１２】
　請求項４の発明では、処理部により決済処理が行われている状態で読取部により第２の
情報コードに記録される商品情報が読み取られると、当該商品情報と購入者に関する情報
とが送信部により配送管理サーバに送信される。これにより、商品受取時に配送作業者に
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より提示された第２の情報コードが決済アプリを起動させた携帯端末にて読み取られるこ
とで、配送管理サーバは、その携帯端末から受信した情報に基づいて、購入者が受け取っ
た商品とその受け取った時間とを迅速かつ正確に把握できるので、商品の配送管理を効率
的に行うことができる。
【００１３】
　請求項５の発明では、処理部により決済処理が行われている状態で読取部により第２の
情報コードに記録される商品情報が読み取られると、当該商品情報と購入者に関する情報
とに加えて位置情報取得部により取得された携帯端末の位置情報が送信部により配送管理
サーバに送信される。これにより、配送管理サーバは、購入者が受け取った商品及びその
受け取った時間だけでなく、受け取った場所も迅速かつ正確に把握できるので、よりセキ
ュリティ性の高い配送管理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態に係る決済システムの概略構成を示す説明図である。
【図２】図１の携帯端末の電気的構成を概略的に例示するブロック図である。
【図３】購入商品の選択から購入確定までの流れを説明する説明図である。
【図４】パソコンにおいて、選択された商品の詳細情報等とともに決済方法を選択するた
めの２つのアイコンが画面表示される状態を説明する説明図である。
【図５】パソコンにおいて、決済アプリ用の決済方法を選択するためのアイコンが選択さ
れた場合にアプリ決済用コード等が画面表示される状態を説明する説明図である。
【図６】携帯端末において、個人情報とともに決済アプリにて利用可能な決済方法が選択
可能に画面表示される状態を説明する説明図である。
【図７】携帯端末において、購入商品や選択された決済方法に基づく支払金額等が画面表
示される状態を説明する説明図である。
【図８】購入商品が配送されるまでの流れを説明する説明図である。
【図９】受取確認用コード等が表示された配送伝票を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態に係る決済システムについて、図面を参照して説明する。
　図１に示す決済システム１０は、商品販売用のウェブサイトにて商品をオンライン購入
（インターネットショッピング）する購入者がパーソナルコンピュータ（以下、単に、パ
ソコン２０ともいう）や携帯端末３０を利用して決済を行うためのシステムとして構成さ
れている。この決済システム１０は、商品販売用のウェブサイトを利用して商品をオンラ
イン購入するための携帯端末用のアプリケーションプログラム（以下、決済アプリともい
う）を配信する決済アプリ配信サーバ１１を備えている。
【００１６】
　商品販売用のウェブサイトは、ＥＣショップ等の商品販売業者等によって商品管理サー
バ１２を利用して管理されており、決済サーバ１４（図１参照）を利用した決済方法が採
用可能に構築されている。また、商品販売用のウェブサイトは、当該ウェブサイトにイン
ターネットＮを介してアクセスするパソコン２０や携帯端末３０等によって販売対象とな
る商品の購入のため各商品の閲覧・検索や詳細情報の表示等が可能となるように構成され
ている。具体的には、商品販売用のウェブサイトには、購入商品を選択するための購入商
品選択ページ、購入者の個人情報や配送先等を入力する購入者情報入力ページ、選択され
た商品の決済方法を選択するための決済方法選択ページ等が用意されている。
【００１７】
　決済方法選択ページとしては、パソコン２０用と携帯端末３０にインストールされた決
済アプリ用とがそれぞれ用意されており、パソコン２０を利用した決済で選択可能な決済
方法と決済アプリを利用した決済で選択可能な決済方法とを異ならせている。このため、
選択された商品の決済に関して、決済アプリ用の決済方法選択ページにアクセスするため
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のアドレス情報（以下、アプリ決済用アドレス情報ともいう）と、パソコン２０用の決済
方法選択ページにアクセスするためのアドレス情報とは異なっている。
【００１８】
　特に、本実施形態では、決済アプリ用の決済方法としては、代引きを前提とした現金払
いや口座引き落とし、クレジットカード、電子マネー等の各種の決済方法が採用されてい
る。また、決済アプリがインストールされた携帯端末３０にて決済アプリ用の決済方法選
択ページにアクセスしやすくするために、アプリ決済用アドレス情報が記録された情報コ
ード（以下、アプリ決済用コードＣ１ともいう）が用意されている。このアプリ決済用コ
ードＣ１は、決済方法を選択する際に商品管理サーバ１２等にてその選択された商品に応
じて生成されて表示される。
【００１９】
　具体的には、アプリ決済用コードＣ１は、公開可能な情報が記録される公開領域と、復
号鍵を用いて復号可能に暗号化された情報が記録される非公開領域とを有する一部非公開
コードとして構成されている。アプリ決済用アドレス情報は、アプリ決済用コードＣ１の
非公開領域に記録されており、公開領域には、決済アプリを決済アプリ配信サーバ１１か
らダウンロードするためのウェブサイト（ダウンロードサイト）のアドレス情報が記録さ
れている。
【００２０】
　復号鍵は、決済アプリが有しており、決済アプリがインストールされた携帯端末３０に
てアプリ決済用コードＣ１が読み取られると、アプリ決済用アドレス情報と上記ダウンロ
ードサイトのアドレス情報が取得される。一方、決済アプリがインストールされていない
携帯端末等にてアプリ決済用コードＣ１が読み取られると、アプリ決済用アドレス情報が
取得されずに、上記ダウンロードサイトのアドレス情報が取得される。
【００２１】
　図１の配送管理サーバ１３は、商品販売業者等から商品の配送を委託される配送業者等
によって運用されており、配送作業者が所持する配送用端末や商品管理サーバ１２、携帯
端末３０等から受信する情報に応じて、委託された各商品の配送状況を管理するように構
成されている。また、配送管理サーバ１３は、委託された各商品の配送状況に関する配送
情報を商品管理サーバ１２に送信し、この配送情報が商品管理サーバ１２により受信され
ることで、商品販売業者等は、配送完了も含めた各商品の配送状況を把握する。
【００２２】
　携帯端末３０は、購入者が所持するスマートフォン等の携帯型の情報端末に上記決済ア
プリがインストールされて構成されるものである。この携帯端末３０は、図２に示すよう
に、ＣＰＵ等からなる制御部３１、ＲＯＭ，ＲＡＭ、不揮発性メモリなどからなる記憶部
３２、受光センサ（例えば、Ｃ－ＭＯＳエリアセンサ、ＣＣＤエリアセンサ等）を備えた
カメラとして構成される撮像部３３、液晶表示器などからなる表示部３４、各種操作キー
やタッチパネル等（図示略）によって構成される操作部３５、ＧＰＳ信号等を受信するこ
とで当該携帯端末３０の位置情報を取得する位置情報取得部３６、各サーバ１１～１４等
の外部機器と無線または有線にて通信可能な通信インタフェースとして構成される通信部
３７などを備えている。
【００２３】
　このように構成される携帯端末３０は、決済アプリ配信サーバ１１が管理するダウンロ
ードサイトから通信部３７を介してダウンロードして取得した上記決済アプリがインスト
ールされており、処理部として機能する制御部３１により決済アプリを起動することで後
述する決済に関する決済処理を行う。また、記憶部３２には、決済処理時に利用する個人
情報や配送先に関する情報等が予め記憶されている。また、制御部３１は、撮像部３３に
より撮像されたアプリ決済用コードＣ１や後述する受取確認用コードＣ２に加えて、バー
コードやＱＲコード（登録商標）を含めた情報コードを所定のデコード方法を用いて光学
的に読み取るように機能する。なお、制御部３１及び撮像部３３は、情報コードを光学的
に読み取る「読取部」の一例に相当し得る。
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【００２４】
　次に、購入者がパソコン２０及び携帯端末３０を利用して商品販売用のウェブサイトの
商品をオンライン購入する際の流れについて、図面を参照して詳述する。
　購入者は、パソコン２０を利用して商品販売用のウェブサイトにアクセスすると、その
モニタに商品検索画面等が表示され、商品検索等を経て購入する商品を選択する（図３の
Ｓ１０１）。これにより、パソコン２０では、選択された商品の詳細情報等とともに、決
済方法を選択するためのアイコンが画面表示される（Ｓ１０３）。
【００２５】
　具体的には、図４に例示するように、パソコン２０用の決済方法を選択するためのアイ
コンＰ１と、決済アプリ用の決済方法を選択するためのアイコンＰ２と、が画面表示され
る。そして、パソコン２０での購入者によるマウス等の入力操作によりアイコンＰ１が選
択されると、上述したパソコン２０用の決済方法選択ページが画面表示される。
【００２６】
　一方、パソコン２０での購入者によるマウス等の入力操作によりアイコンＰ２が選択さ
れると（Ｓ１０５）、上述のように選択された商品に応じて商品管理サーバ１２等にて生
成されたアプリ決済用コードＣ１が画面表示される（Ｓ１０７）。具体的には、図５に例
示するように、アプリ決済用コードＣ１とともに、アプリ決済するためにアプリ決済用コ
ードＣ１を読み取ることが必要であることを示す情報と、決済アプリを携帯端末にインス
トールしていない購入者に対して決済アプリのダウンロードを促す情報とがパソコン２０
に画面表示される。なお、パソコン２０は、アプリ決済用コードＣ１が表示される「表示
装置」の一例に相当し得る。
【００２７】
　購入者は、制御部３１により決済アプリを起動することで決済処理が行われている状態
の携帯端末３０を用いてパソコン２０に画面表示されるアプリ決済用コードＣ１を読み取
る（Ｓ１０９）。これにより、携帯端末３０では、アプリ決済用コードＣ１の非公開領域
に記録されるアプリ決済用アドレス情報が読み取られて、このアプリ決済用アドレス情報
を利用してアクセスした決済アプリ用の決済方法選択ページが携帯端末３０の表示部３４
に画面表示される（Ｓ１１１）。
【００２８】
　具体的には、図６に例示するように、記憶部３２に予め記憶される決済処理用の個人情
報や配送先に関する情報等が読み出されて表示された状態で、決済アプリにて選択可能な
決済方法が「お支払い方法」として選択可能に表示される。なお、個人情報や配送先に関
する情報等は、上記決済アプリ用の決済方法選択ページにて操作部３５の操作に応じて変
更されてもよいし、新規に入力されてもよい。
【００２９】
　そして、入力部として機能する操作部３５の入力操作に応じていずれか１つの決済方法
が選択されて（Ｓ１１３）、「登録」アイコンの選択に応じてその情報が登録されると、
図７に例示するように、購入商品や選択された決済方法に基づく支払金額等を確認するた
めの情報が表示部３４に画面表示され、「購入」アイコンを選択することで、その商品の
購入が確定する（Ｓ１１５）。この確定を受けて、購入者及び配送先に関する情報を含め
た購入情報や決済方法の選択結果等が、送信部として機能する通信部３７を介して商品販
売用のウェブサイトに商品購入確定情報として送信される。そして、上記確定を受けて、
この商品購入の決済に関して決済サーバ１４に送信すべき決済情報が、送信部として機能
する通信部３７を介して決済サーバ１４に送信される。決済サーバ１４では、携帯端末３
０から受信した決済情報に応じた処理がなされる。なお、上記決済情報は、商品販売用の
ウェブサイト等を介して、決済サーバ１４に送信されてもよい。また、図６及び図７では
、便宜上、「戻る」アイコン等の図示を省略している。
【００３０】
　次に、上述のように商品購入確定後に、その購入商品が自宅軒先等の配送先に配送され
る際の流れについて、図面を参照して詳述する。
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　配送作業者は、配送伝票Ｄとともに購入商品を持ち運んで配送先を訪問する（図８のＳ
２０１）。配送伝票Ｄには、例えば、図９に例示するように、購入者及び配送先等に関す
る情報に加えて、商品配送の際にその購入商品を特定可能な商品情報等が記録された第２
の情報コードとして、受取確認用コードＣ２が生成されて表示されている。この受取確認
用コードＣ２は、配送管理サーバ１３にて各商品の配送状況を管理するためその商品ごと
に生成される情報コードである。このため、受取確認用コードＣ２には、商品情報に加え
て、読み取った商品情報等を配送管理サーバ１３に送信するための送信先情報等が記録さ
れている。
【００３１】
　配送作業者は、商品受け取り人である購入者に対して、配送伝票Ｄの受取確認用コード
Ｃ２を提示して（Ｓ２０３）、決済アプリが起動された携帯端末３０を用いた読み取りを
促す。そして、購入者は、決済アプリが起動された携帯端末３０を用いて配送伝票Ｄの受
取確認用コードＣ２を読み取る（Ｓ２０５）。これにより、携帯端末３０では、受取確認
用コードＣ２に記録される商品情報及び送信先情報等が読み取られ、その商品情報が表示
部３４に表示される（Ｓ２０７）。この商品情報の表示を見た購入者が了承して同じ画面
に表示される「確認」アイコンを選択すると、その商品情報が記憶部３２に記憶される個
人情報や位置情報取得部３６により取得された位置情報等とともに、上記送信先情報を利
用して配送管理サーバ１３に送信される（Ｓ２０９）。
【００３２】
　配送管理サーバ１３では、上述のように携帯端末３０から送信された商品情報、個人情
報及び位置情報等を受信すると、その商品情報に関連付けられてデータベース等に記憶さ
れる個人情報や配送先情報等に基づいて、その商品が購入者に対して正しく配送されたか
否かについて判断する。そして、その商品情報に関連付けられる個人情報が携帯端末３０
から受信した個人情報に一致し、その商品情報に関連付けられる配送先情報が携帯端末３
０から受信した位置情報に一致するとみなされると、正しく配送されることを示す正配情
報が携帯端末３０に対して送信される。
【００３３】
　そして、携帯端末３０では、商品情報等の送信後に配送管理サーバ１３から上記正配情
報を受信すると、当該正配情報を受信したことが表示部３４の表示や所定のビープ音等を
利用して報知される（Ｓ２１１）。この報知を受けた配送作業者は、商品が正しく配送さ
れることを確認して、商品を購入者に手渡すことで商品の配送が完了する（Ｓ２１３）。
ここで、正配情報の受信に関して表示部３４の表示を利用した報知は、例えば、「ご利用
ありがとうございました」等を画面表示することでなされてもよい。
【００３４】
　一方、配送管理サーバ１３にて、その商品情報に関連付けられる個人情報が携帯端末３
０から受信した個人情報に一致しないか、その商品情報に関連付けられる配送先情報が携
帯端末３０から受信した位置情報に一致するとみなされないと判断される場合には、正配
情報が送信されない。このような場合には、正配情報の受信として報知されないため、決
済アプリを不正に利用した支払いの成りすまし等を回避することができる。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態に係る決済システム１０では、パソコン２０には、商
品販売用のウェブサイトを利用した商品の購入時に、当該商品の決済に関して決済方法選
択ページのアプリ決済用アドレス情報を記録した情報コードとしてアプリ決済用コードＣ
１が表示される。そして、決済アプリがインストールされた携帯端末３０では、制御部３
１により決済アプリを起動することで決済処理が行われている状態で、パソコン２０に表
示されたアプリ決済用コードＣ１からアプリ決済用アドレス情報が読み取られると、当該
アプリ決済用アドレス情報に応じてアクセスした決済方法選択ページが表示部３４に表示
される。この決済方法選択ページに選択可能に表示される複数の決済方法のうちいずれか
１つが操作部３５の入力操作に応じて選択されると、この選択結果が購入情報とともに通
信部３７により商品販売用のウェブサイトに送信される。
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【００３６】
　これにより、商品販売用のウェブサイトを利用した商品の購入時に決済方法選択ページ
のいずれかの決済方法を選択するためには、決済アプリがインストールされた携帯端末３
０で決済方法選択ページのアプリ決済用アドレス情報が記録されたアプリ決済用コードＣ
１を読み取る必要がある。このため、上記決済方法選択ページの決済方法に決済アプリを
利用した決済方法を含めることで、決済アプリがインストールされていない端末等では上
記決済方法選択ページにアクセスすることもなく決済アプリを利用した決済方法を選択す
ることができないので、商品受取時に利用できない決済方法が商品購入時に選択されるこ
とを防止することができる。
【００３７】
　さらに、アプリ決済用コードＣ１は、公開可能な情報が記録される公開領域と、復号鍵
を用いて復号可能に暗号化されたアプリ決済用アドレス情報が記録される非公開領域とを
有する一部非公開コードである。そして、決済アプリが有する上記復号鍵を利用して、携
帯端末３０によりアプリ決済用コードＣ１からアプリ決済用アドレス情報が読み取られる
。これにより、決済アプリがインストールされていない端末等では、上記アプリ決済用ア
ドレス情報を読み取ることさえできないことから上記決済方法選択ページにアクセスする
こともできず、決済アプリを利用した決済方法を確実に選択できなくすることができる。
【００３８】
　特に、アプリ決済用コードＣ１の公開領域には、決済アプリを決済アプリ配信サーバ１
１からダウンロードするためのウェブサイト（ダウンロードサイト）のアドレス情報が記
録される。これにより、決済アプリがインストールされていない端末等にてパソコン２０
に表示されるアプリ決済用コードＣ１を読み取った場合には、決済アプリのダウンロード
サイトのアドレス情報が取得されるので、購入者に対して決済アプリのダウンロードを促
すことができるだけでなく、購入者は決済アプリを容易にダウンロードすることができる
。
【００３９】
　また、制御部３１により決済アプリを起動することで決済処理が行われている状態で受
取確認用コードＣ２に記録される商品情報が読み取られると、当該商品情報と購入者に関
する情報とが通信部３７により配送管理サーバ１３に送信される。これにより、商品受取
時に配送作業者により提示された受取確認用コードＣ２が決済アプリを起動させた携帯端
末３０にて読み取られることで、配送管理サーバ１３は、その携帯端末３０から受信した
情報に基づいて、購入者が受け取った商品とその受け取った時間とを迅速かつ正確に把握
できるので、商品の配送管理を効率的に行うことができる。
【００４０】
　さらに、制御部３１により決済アプリを起動することで決済処理が行われている状態で
受取確認用コードＣ２に記録される商品情報が読み取られると、当該商品情報と購入者に
関する情報とに加えて位置情報取得部３６により取得された携帯端末３０の位置情報が通
信部３７により配送管理サーバ１３に送信される。これにより、配送管理サーバ１３は、
購入者が受け取った商品及びその受け取った時間だけでなく、受け取った場所も迅速かつ
正確に把握できるので、よりセキュリティ性の高い配送管理を行うことができる。
【００４１】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下のように具体化
してもよい。
（１）受取確認用コードＣ２は、配送伝票Ｄに表示されることに限らず、配送作業者が所
持する配送用端末等に画面表示されてもよい。
【００４２】
（２）正配情報は、携帯端末３０に送信されることに限らず、配送作業者が所持する配送
用端末等に送信されてもよい。これにより、正配情報を受信したことが配送用端末等での
表示部の表示や所定のビープ音等を利用して報知されることで、この報知を受けた配送作
業者は、商品が正しく配送されることを確認することができる。
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【００４３】
（３）アプリ決済用コードＣ１は、上述した一部非公開コードとして構成されることに限
らず、その利用環境等に応じて、所定のパスワード等を用いて暗号化された情報コードと
して構成されてもよいし、一般の読取装置でも読み取り可能な通常の情報コードとして構
成されてもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１０…決済システム
　１１…決済アプリ配信サーバ
　１２…商品管理サーバ
　１３…配送管理サーバ
　２０…パソコン（表示装置）
　３０…携帯端末
　３１…制御部（処理部，読取部）
　３３…撮像部（読取部）
　３４…表示部
　３５…操作部（入力部）
　３６…位置情報取得部
　３７…通信部（送信部）
　Ｃ１…アプリ決済用コード（情報コード）
　Ｃ２…受取確認用コード（第２の情報コード）

【図１】 【図２】
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